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は じめに

わたしたちの 日常的な場面での道徳的行為を導 く道徳的推論の過程は、

従来の倫理学が焦点を当ててきた道徳判断や行為の正当化の仕方とは根本

的に違 うのではないか。私たちが道徳的にふるまえるには何が必要かを考

えるには、行為の正当化の文脈を離れて、発見の文脈か ら道徳的推論の過

程を再考する必要があるのではないか。筆者はこれまで もこうした観点か

ら道徳的推論に関する研究を進めてきた。この小論では、こうした研究の

延長線上に、応用倫理学の方法論に関するJ.フ ァン ・デン・ホーベンの

議論 と、C.ウ ィトベックの議論を参考にしなが ら、応用倫理学方法論に

行為者の視点を導入することの重要性 と、パティキュラリズムの可能性に

ついて考察する。
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1.応 用倫理 学の方法論 に関す るJ.フ ァン ・デ ン ・ホーベ ン

の議論

一 応 用倫 理 学 の方 法 にお け る対 立=ジ ェネ ラ リス トvs
.

パ テ ィキ ュラ リス トー

フ ァン ・デ ン ・ホ ーベ ンは、応用倫理学 の重要 な課題 は道徳 判 断の正 当

化 の問題 で あ り、 この正 当化 の 問題 に対 して は、 主 に次の3つ のア プロ

ーチがあ るとす る{1)。

① エ ン ジ ニ ア リ ン グ ・モ デ ル(engineeringmodel)

② 原 則 主 義(principiism)

③ パ テ イ キ ュ ラ リ ズ ム のparticularist、 あ る い は 「反 理 論 の

antitheoretical」 立 場

① のエ ンジニ ア リング ・モ デル は、具体 的 な倫 理 的判断 の正 当化 には、

普遍的 な道徳 原理 を単 に適 用すれ ば よい とす る考 え方であ る。② の原則主

義 は、専 門 に応 じた よ り特 殊 ないわゆ る中間 レベ ルの原則 が必要 だ とす る

考 え方 であ る。③ のパ テ ィキ ュラ リズムの立場 は、そ の最 も極端 な もの と

しては、道 徳判 断が個別 の歴 史、ユ ニー クなケース、状況の 詳細 な内容 に

結 びつ いてお り、 あるケースか ら得 られた結 論 を他 のケース に0般 化 した

り外挿 した りす るこ とはで きない(た とえ 「レリヴ ァン トに類 似 してい る」

と して も)と して、状 況 に対 す る適切 さを重 視 して道徳 原則 を用 るこ とを

拒 否す る立場 で ある。

これ らの対立 の主軸 を道徳 的 ジェネラ リス トと道徳的パ テ ィキュ ラリス

トの対立 と した上で、 フ ァン ・デ ン ・ホーベ ンは、① の極端 な ジェネ ラリ

ス トも③ の 極端 なパ テ ィキ ュ ラ リス トも、 次 の2つ の応 用倫 理 学 にお け
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る方法 の妥 当性 に関す る もっと もらしい基準 を満 た していな い とす る。

基準1:道 徳 的実践 と議論 の 〈豊 か さ〉 と く複 雑 さ〉 に対 応 で きる

基準2=道 徳的推論 の 〈ダイナ ミクス〉 をモ デル化 し、推論 の跡 をた

どる助 け となる

これ らは、 倫理学方法論 が、状 況の変化 に伴 う信 念の変化 に も対 応で き

る もので なければ な らない こ とを示 してい る。 したが って、文脈化 され た

個 々の道徳 的知 覚 と一般 的原則 とを統合 で きる よ うな、 道徳的意志 決定 の

力学 的dynamicモ デ ルが必 要で あ り、両極端 な立場 は批判 され る こ とに

な る。 そ こか ら、 フ ァン ・デ ン ・ホーベ ン自身は、② の原則主義 の立場 か

ら 「広 い反照 的均 衡WideReflectiveEquilibriumの 方法(以 下WREと

記 す)」 と呼 ばれ る もの を擁 護 す る。 これ は ビー チ ャム とチ ル ドレスが 、

生 命倫理 学 に もっ ともふ さわ しい方法概念 として採 用 したの と同 じ方法 と

される。

以 下、① と③ の 問題点 と、② の 内容 につ いて もう少 し詳述 してお こ う。

1-1.「 エ ンジ ニア リン グ ・モデ ル 」 の 問題 点

エ ンジニ ア リング ・モ デル とは、一般 原理 を具体 的 なケー スに演繹 的 に

適用す る ことに よって、個 々の ケース にお け る行為 の正 当化が可 能 だ とす

る考 えで あ る。 その モデ ルの前提 にあ る考 え方 は次 の ような もので あ る。

① 倫理学理論 は普遍 的 に妥 当す る道徳原理 の知 識の 明確 な集合 に よって構

成 され る。② 諸事例 につい ての議論 の余地 の ない くらい明 白な経験 的記述

が可能で あ る。③ この道徳的知識 の集合 は論理 的演繹 に よって、価 値 中立

的 かつ公 平 に適用 され る ω。 この モ デ ルの 問題 として 、 フ ァン ・デ ン ・

ホーベ ンは次 の ような点 を指摘 してい る(3)。

・規範の衝突の問題…私たちは1つ の場面で異なる2つ 以上の道徳原理
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が適用され、その結果が衝突することによるジレンマ状況に陥ることが

ある。

・現実性の問題…実際の道徳判断の場面について研究している人々が
、こ

れらの一般的原理に言及することは全 く、あるいはほとんどない。

・例外に対処できない

・原理の正当性の問題…原理を含んでいる前提 となる知識が普遍的規則の

形にできるのか疑問であ り、さらにそれがどの程度特権性を持つかも疑

問である。

・基本的概念の解釈の多様性や曖昧さの問題…具体的な場面で何がその原

理にかなったことなのかが明確でない。

以 上の ような問題 点 に鑑みて、 彼 は原理 を単 に現実 に当てはめ るだけで

判 断の正 当化 を図ろ う とす るエ ンジニア リ ング ・モデ ルを採用 しない。

1-2.パ テ ィキ ュラ リズ ム ・反 理 論 の問題 点

パ テ ィキ ュラ リズムや、反理論 の立場 は次 よ うな考 えに反対 す る。 す な

わち、 すべ ての理性 的人格 を統べ る ような普遍的 に妥 当す る原理 ・原則 を

特 定す る こと、 これ らの抽 象的 な原理 ・原則 を計 算問題 を解 くようなや り

方で倫理 問題 に適用す るこ と、道徳 的問題 に対 す る答 えを演繹 す るための

手続 きを特 定 しよ うとする ことで ある。パ テ ィキ ュ ラ リス トにとって最 も

重要 なの は、状 況 に対す る適切 さで あ り、個 別の 歴 史的文脈の なかで 人に

正 義 をなす とい う理想 であ る(4)。

こう したパ テ ィキ ュ ラ リズム ・反 理論 の立場 の 妥 当性 につ いて は、 「理

論 」 の解釈 、 す な わちその言葉 に何 を含 め るか に よって判断 は分 かれ る。

しか し、 その こ とを度外視 して も、パ テ ィキ ュラ リズム ・反理論 の立場 に

は、次 の ような問題 があ る とされ る(5)。
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・理論 と理論化 は私 たちの実践 の一部 であ る。 … ある具体 的 な事 例の 中 に

一般 的 な原則 を見 出 し
、他 のケー スに当 てはめてみ る こ とは 自然 な こと

であ り、 私た ちの道徳生 活の一部 であ る。

・道徳 的正 当化 をブラ ックボ ックス化す る。 …パ テ ィキ ュラ リス テ ィック

な判断 は、原理や 原則 に基づ かず に個 々の状 況 に応 じて行 う もの であ り、

したが ってその状況 にお ける当の判断 を正 当化 す る根 拠 を示 す ことがで

きず、場 当た り的 な判 断に陥 る。

1-3.原 則 主 義 の 方法 と してのWRE

以上 の ような理 由か ら、彼 は上 記の2つ の極端 な立場 に代 えて、個 々の

状況 に応 じた 「中間 レベ ル」 の原則 を作 り出 し、 それ に よって個 別の状 況

に即 しつつ も原則 を尊重 す る、 いわ ば折衷 的主義 的立場 ともいえ る原則主

義の立場 を支持 す る。 その方法 と して、WREが 、応用 倫理学 の方法論 と

して最適 であ る とす る(6)。WREと は、直観 的 な道徳 判断 と道徳 原則、 そ

して背景 的理論そ れぞれの間の フィー ドバ ックに よって、常識 的判断 と理

論 との 間の均 衡 を保 とう とす る もので あ るf7)。 それ に よって、 エ ンジニ

ア リング ・モデ ルの持つ硬 直性 や パ テ ィキ ュラ リズムの もつ場 当た り的性

格の 間 を取 り持 とうとい うので ある。

こう した フ ァン ・デ ン ・ホーベ ンの考 え方 に対す る評価 は、後 に述べ る

として、次 に工学倫理教育 の方法論 と して、 倫理 問題 と設計 問題 の アナ ロ

ジーの有用性 を訴 えるC.ウ ィ トベ ックの見解 を参照 してお こう。

2.応 用倫理学方法論にお ける新 たな方向

よる歴史的概観の紹介

ウ ィ トベ ックに

ウ ィ トベ ックの倫 理問題 と設計 問題 との アナ ロジー論 を見 る前 に、応用
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倫理学の方法論の歴史的変遷に関する彼女の概観 を紹介 しておこう(S)。

彼女は、応用倫理学の方法論が、応用倫理の問題を合理性に基づいた演繹

論理と同種の思考法で解決しようとする従来の抽象的思考法から、社会的

文脈の中で行為を評価することの重要性の認識に基づいた、実践的転回を

遂げたと考える。従来の方法を彼女は 「「応用倫理」アプローチ」と呼び、

つい最近までの、実践倫理 ・専門家倫理への支配的アプローチであり、抽

象から始め、それらを個々の事例に応用 しようとするものだとする。ファ

ン ・デン ・ホーベンのエ ンジニアリング ・モデルがこれに当たるであろ

う。こうした考え方に、実践的転回がもたらされたのには、変化のための

4つ の契機があったと分析 している。すなわち、①道徳規則や原則は、常

に個々の社会状況への応用の中で学習されるものだと考える人々からの、

哲学的倫理学は抽象的な学問領域だとする考えへの批判。② 「信頼」のよ

うな文脈から抽象 して扱うことががふさわしくない主題への関心が高まっ

たこと。③道徳的生活における性格の中心的役割への配慮。④新 しい状況

に対応するための倫理的ガイ ドラインを作る必要性。これらが、倫理学に

おける実践的で個別的なものへの関心のシフ トを促進 した。

こうした契機によって、倫理学方法論が抽象的思考法から、実践的転回

を経たことは、社会的文脈の中で行為を評価することの重要性が、特に医

療分野などの専門家の実践において認識されたことを表している。例えば、

ジョンセンとトゥールミンは倫理的推論を個々の事例から始めることを支

持する理論的考察を進めた。彼 らのカズイス トリーの方法は、一般的な倫

理的原理を応用することによって状況を評価するのとは異なった、道徳判

断のモデルを提供したものと言える。その他にも、生活からの事例が広く

使用されるようになり、教育における 「ケースメソッド」が語 られるよう

になった。

こうした個別 ・文脈依存的なものへの配慮は、ファン ・デン ・ホーベン
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の分類 に よれ ば、一種 のパ テ ィキ ュラ リズム に含 まれ るだろ う。 そ れ は、

類似 の事例 か らの類比 によって直面 してい る問題へ の対 応 を考 え る もの で

あ り、上 に定義 した極端 な形 でのパ テ ィキ ュラ リズム とは異 な る と して も、

命題化 された叙 述に よって完 全 に記述 され る ような抽象 的 な状況 の類 似性

で はな くr行 為 者 の経験 や、類似性 につ い てのわれ われの ある種 の直観 に

よって、 一般化 で きない個別 ・具体 的 な ものへ の 配慮 が可 能 とす る点で 、

緩や かな意味でパ テ ィキ ュラ リズム と言 って よいだ ろ う。

しか し、 それ らの方法 において利用 され るほ とん どの事例 が、既 に遂行

された行為 の倫理 的評価 が求め られる、既 に完成 された事例 であ った点 を、

ウィ トベ ックは批判 的 に評価 す る。 つ ま り、 これ らの事 例 は、倫理 問題 を

抽象 的な視点か ら二 つ、あ るいはそれ以 上 の選択 肢 の評価 を決定 す る 「決

定 問題」 と捉 えた上 で、選択 問題 に 「正 しい」 答 え を見 出す ことは、実際

の倫理 問題 を扱 う上 でそれ ほ ど役 に立 た ない と言 うの であ る。

そ して 彼 女 は 、 具 体 的 事 例 に対 す る この よ う な 審 判 の 視 点judge

perspectiveか らの考察 を、 行為 者 の視点agentperspectiveか らの考 察

によって補足す る よう提 唱す る。 行為者 は、批 判 的傍 観者 とは違 って、 倫

理 的評価 の基準 を明確 にす るだ けで な く、状 況 を よ く調べ、 で きるだけ多

くの競合す る制約 を満 たす には どうした らよいか を考 えだ さなければ な ら

ない。 したが って、道徳判 断 を下す能力 は、道徳 問題 に対 処す るため に必

要 な要素 の一 つ にす ぎず 、 その他 に も可 能 な選択 肢 を工 夫 して考 え 出 し、

洗練 させ るな どとい った総合 の能力が必 要だ とい うので あ る。

重要 なの は、彼女 に よれ ば、 ジェネラ リス トだ けで な く、上 に紹介 した

極端 な もので はない と して も、パ テ ィキ ュラ リス トも、教 育 を視 野 に入 れ

た応用倫理学 の方法論 を考 えるに当たって、審判 の視点 に立つ点 で同 じ問

題点 を抱 えてい る とされ る点 にある。
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3.ウ ィ トベ ックによ る倫 理問題 と設計問題 のアナ ロジー

3-1.倫 理 問題 と設 計 問題 との アナ ロ ジー とは

ウ ィ トベ ックは、 「近年 の倫理 学 お よび応 用倫 理学の ほ とん どが 、道徳

的行為 者の 視点 を無視」 して、 「審 判の 視点、 つ ま り 「どこに もない」場

所か ら、 関係 ない立場 で問題 を眺 め、そ れ を 「人間 に関す る数学 の問題」

であ るかの ように扱 う批評家 の視点」か ら倫理 問題 に取 り組 む こ とに よっ

て、倫 理 問題 に対 す る誤解 を招 いた と批 判 す る(9)。 そ して、 人が 道 徳 問

題 に直面 した時 に、賢明 に責任 あ る行為 をす るこ とがで きる よう教 育す る

ため に、行為者 中心 アプロー チagent-centeredapproachの 重 要性 を強調

す る。そ して 「設計問題 と倫理 問題 との類似性 に 目を向け るこ とは、倫 理

問題 の解 決 につ いて考 え、 また倫理 問題 に関 して しば しば見 られ る誤解 を

ただすの に有益」(10}で あ り、 さ らに 「行為者 中心 の学習 は倫理 的判断 や

評価 に焦 点 を当てる倫理教 育 を補 うものであ る」 と述べ る。

彼 女 に よれ ば、 「設計 問題 とは、 人の欲 求や ニ ー ズを満 たす た め に、 も

のや工程 をつ くる(あ るい は修 理す る)と い う問題」(11)で あ り、 エ ンジ

ニ アは 「他 の人の設計 を分析す る能力(つ ま り、 設計 に対す る鋭 い批評家

にな るこ と)は 設計者 として持 って いれ ば役立 つ技 能ではあ るが 、そ れだ

けで優 れた設計者 になれる わけで はない」(12)こ と、つ ま り 「理論 的問題

ばか りで な く、実践 的問題が重要 であ るこ と、 また、分析 的思 考 ばか りで

な く、総合 的思考が重要 であ る こと」q3)を 理解 してい る とい う。

こう して 「エ ンジニ ア リングにお ける設計 問題 は、や っか いな倫 理問題

と同様、 きわめ て 多 くの制約 を受 け る」 が 故 に、 倫理 的 問題 に直 面 した

人 々が、 「単 に判 断 を下 す以 上 の こ とを しな くて は な らない。 す なわ ち、

何 をなすべ きか を考 え出 さなければ な らない」 こ とを認識 す る上 で、設計

問題 との ア ナ ロジーの有効性 を指摘 す る。 「設計 の過 程 は、特 に設 計 を単
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に分析 す るの とは異 なった仕方 で、行為者 が倫理 問題 に対応 す る際 の さま

ざまな局面 を照 ら し出 して くれ る」(14)の だが、 「倫 理学 は これ まで、分

析 的思 考の方 に重点 をお き、倫 理 問題 を分析 してそれ らに対 す る可 能 な答

え を探 る ことに力 を注 いで きた。分析 は重 要で あるが、対応 策 を考 え るに

はそれだ けでは不十分 である」 こ とを設計 問題が示 唆す る とい うわけであ

る(15)。

なか で も、倫理 問題 を考 えるにあた って も重要 な、設計 問題 を特徴 づ け

る3つ の ポ イン トとして彼女 は次 の3点 を強調 してい る。

① 工学 設計の興 味深 い 問題や現 実の 問題 にお いて は、正 しい答 えない し

対応 策が一 つ しか ない とか、正 しい対応 策の数 があ らか じめ決 まって

い る といっ た ことは、た とえあ って も稀 であ る。 また、 二つの解 答が

それ ぞれ異 なった種類 の利 点 を持 つ とい う場 合が あ り、 したが って、

候補 とな る任 意の二つ の解 答 におい て、0方 が他 方 よ り議論 の余 地 な

く優 れ てい る とは限 らない(16)。

②正解 が一つ しか存 在 しない とい うこ とはないに して も、考 え うる対応

策の なか には明 らか に許容 で きない ものが あ り、一 た とえ正 しい答 え

は一つ で はないに して も、 間違 った答 えは存在 す る一 、い くつ かの解

答が あ るな ら、そ こには優 劣があ る(17)。

③以 下の全 ての条件 を満 たす こと(18)。

・望 ま しい成果 または 目的 を達成 す る こと

・当 の行為 に対す る指定条件あ るい は明示 された規準 を満 たす こと

・深刻 なマ イナ スの結果 を引 き起 こ しか ねない事 故 お よびその他 の誤

りに対す る合理的 な安全策 を講ず る こ と

・背 景 に存在す る制約条件 に従 うこ と(す べ ての倫理 問題 において は、

背 景 にあ る制約 条件 として、 いか な る人の人権 であれそ れ を侵害 し

て はな らない とい う要請が含 まれ る)
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こうした設計問題の特徴は、われわれが倫理問題に対処する際にも当ては

まる点であ り、それが倫理問題に対する従来の倫理学的な考えを補う新た

な視点を提供するというのである。

3-2.設 計問題から得られる4つ の道徳的教訓

設計問題のこれらの特徴に配慮することは、倫理問題を考えるに当たっ

てこれまで重視 されてこなかった次のような点に光を当てることにな

る(19)。

①置かれた状況の中の未知の要素および不確かな要素の検討を考察する

ことか ら始めること。…あいまいさと不確かさを受け入れ、問題を固

定化しないことが重要である。

②実行可能なさまざまな解決策を探るということは、問題を明確化する

こととは別であ り、解決策を探るためにはより多 くの情報を必要 とす

る。…既に述べたように、倫理問題をあらか じめ対立する諸価値や問

題の生 じている状況が設定 されたジレンマ もしくは多肢選択問題と見

なすより、自由記述問題と見なした方が適切に対処できる。倫理問題

は型どお りの 「決定問題」ではなく、問題 を解決しようとすると常に

新たな情報が必要とされ、その1青報によってさらに問題状況や問題そ

のものが変化するという性質を持っている。

③時間の制約のもとで行動することにかかわるものであり、多 くの場合、

最初からい くつか可能な解決策を同時並行的に進めていくことが重要

である。

④倫理問題を静的で固定化.した状況と捉え、決まり切った解決策しかな

いとする考えとは対照的に、問題状況は動的性質をもってお り、それ

に伴ったさまざまな問題をはらんでいる。問題状況とそれに対するわ

れわれの理解は、どちらも時間の経過とともに変化し発展 していくも
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の で あ る。

4.設 計問題 との アナ ロジー をど う評価 す るか

4-1.応 用倫理学方法論から見 た設計問題 とのアナロジーの利点

ウィトベックの議論は主に専門家育成の一環 としての倫理教育を念頭に

置いた議論だが、 もちろん必ず しも専門家教育に限るものではなく、道徳

教育一般についての、そしてさらに教育の視点か ら見た倫理学の新たな方

向性を示唆した ものと言えよう。

倫理問題と設計問題の類似点は、ウイトベックが論 じていたように、何

が最善の解であるかが容易に分か らないという点にある。それは、問題へ

の様々な対処法が可能であるか らというだけでなく、問題そのものがあら

かじめ明確ではないからでもある。伊藤によれば、両者の類似点は、その

解決によってはじめて問題その ものが定式化される点にあ り、さらに 「解

を提示することがその問題を理解するための手段 となる」。そして、「設計

問題に解を与える、すなわち要求を満たす設計 を行うということは、その

問題自体を定式化 し、詳細化し、具体化するという仕方で、いわば問題自

体を創造する作業でもある」⑳ とされる。

このように、設計問題とのアナロジーは、倫理問題について、既に固定

化された過去の事例を後から評価するのではなく、現在進行形の行為の過

程で、われわれがその問題をどのように考えたらよいかについて論 じたも

のである。常に変化する状況のなかで、どのように問題に対処したらよい

のかという極めて実践的な倫理的思考の在 り方を明確にする点で、設計問

題 とのアナロジーは有効であるように思われる。ウィトベックが指摘する

ように、従来の倫理学は一般に行為の正当化の理論を構築することに焦点

を当ててきたがゆえに、われわれの生 きた道徳的推論過程を明らかにしよ
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うとはしてこなかった。 もちろん、それがどこまで可能かは不明であると

しても、こうした取 り組みは、倫理の教育を考える場合には特にそうであ

ろうが、われわれの道徳的推論の過程を明らかにし、それをふまえた応用

倫理学の方法論を考える上でも有用であるように思われる。

また、伊藤が述べ るように(21)、設計問題と倫理問題のアナロジーは、

その拡張によって、道徳判断 一般のさまざまな制約条件を考える場合に、

従来の倫理学であまり視野に入れられてこなかった個々人の価値観や、人

生についての意味づけ、自己イメージの形成まで も視野に入れながら、多

様な制約の中での最善の選択を見出す過程として、道徳判断のプロセスを

考え直す必要性を含意するものとも解釈できよう。

ただし、両者の間には次のような相違点もあ り、それをふまえた上で、

倫理問題を行為者の視点からさらに詳細に描写 してい くことが必要にな

る。すなわち、設計問題には、その解決が暫定的なものであってかまわな

い、つまりいったん設計したものを制作し作品をテス トした上で、不具合

があれば修正するという手順が織 り込まれているのに対 して、倫理問題の

場合、いったん答えを出してしまえば、それはわれわれの行為としてす ぐ

さま他者に影響を与えることになるという違いがあるのではないか。もち

ろん、いったん行った行為に対するフォローは可能だが、そのフォロー自

体が新たな倫理的対処であり、既に為されたことをしなかったことにでき

るわけではない。 したがって、倫理的行為については、事後的な新たな倫

理的行為による対処は可能であっても、事前にその行為の影響をテス トす

ることはできないといえよう。

こうした意味で、倫理問題は発見の文脈の中に、試行やテス トを含まな

いや り方での正当化を組み込んだ問題解決法 を必要とするもの といえる。

設計問題は正当化の文脈を発見の文脈の中に組み込むことが相対的に容易

な構造になっているが、倫理問題ではそれが困難であ り、正当化の問題に
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よ りセ ンシテ ィブに なる必要が あ る。そ してそ のため には、倫理 判 断の正

当化 とい う概 念 自体 の見直 しが必 要 とされて いる と言 えるの では なか ろ う

か。

4-2.設 計 問 題 との ア ナ ロ ジ ーへ の批 判

倫 理問題 を設計 問題 との アナロ ジー に よって考 え よ うとす る考 えに対 し

ては、石 原の を次 の よ うな批判 があ る。

「工学倫 理 ・技術 者倫 理 には と もす れ ば、状 況主 義 的で集 団 内的 な視

点が 強調 され る傾向 あ るよ うに思 われ る。工学倫理 は実践 的 な道 徳的

行為者 の視 点 に立つ ことよって、倫 理学 全般の再検 討 を迫 る可能性 を

秘 めて いるが、使い方 によっては、非倫 理的行為 の正 当化 の論理 に も

な りかね ない」。(22)

「(状況 の)複 雑性」 や 「行為 者の視 点」 を過度 に強調す る こ とには一一一

種 の倫 理学 的 な危険性 がつ きまと うの で はないだ ろ うか。 そのつ どの

状 況の 「制 約」 を強 く受 け止 めれ ば、 ほ とん どの非倫理 的行為 が正 当

化 され て しまう可能性 があ る。 それ ゆ えに、倫 理学者 は行為者 のそ の

つ どの状 況 に過度 に同情的 にな るべ きで はな く、 あ る種 の物分 か りの

悪 さ を発揮 すべ きなので はないか。倫 理学者 は、 あ えて審判者 の視 点

か ら、個 別 の事 例 にお いて行為 者 が とるべ きであ った行 為 を判定 し、

類 似 の状 況 において、行為者 が利用 で きる ガ イ ドライ ンを作 って い く

べ きであ ろ う。」(23)

ここでの懸 念 は、倫理学 者が行為 者の視 点 に立つ こ とに よって、判 断の

正 当化 におい て も倫 理的制約 と他 の制約 との オ レー ドオフの結 果、倫理 的

制約 の重 みが不 当 に軽 ん じられ る ことであ ろ う。 もちろん、 こ うした事 態

は望 ま しい とは思われ ない。しか し、ウ ィ トベ ックが 問題 に してい るの は、

我 々が倫 理学者 と して ではな く一人の 入間 と して倫理 的 問題 に直面 した際
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にどう考えたらよいかということである。その際、個々人が倫理学者のよ

うに 「物分か りの悪さ」を発揮することは、何が トレー ドオフにかけられ

ているのかを安易に固定化させ ようとする態度に陥 りやすいという問題を

はらんで くる。重要のは価値のジレンマ状況に陥った際に、問題を設定し

直すことや、複数の価値を満足 させるための新たな選択肢を創造 し、より

よい解を見出す ことであろう。「物分か りの悪さ」は既に確定した過去の

判断を批評するには必要な態度であるが、現在進行中の問題解決プロセス

においては、状況を固定化させ、創造的対応を困難にする点で問題ではな

かろうか。これに関してウィトベ ックは次のように述べている。

「さまざまな事柄を考慮 しなければならない場合には、それぞれの事

柄に付随 した道徳的な要請や価値のあいだで、緊張や対立が生 じるこ

ともあるだろう。しかしたいていの場合、これらの要請の多 くを、少

なくとも部分的に、同時に満たすことは可能であるし、実際そうする

ことが知恵の証である。近年、倫理問題に対する一見常識的とも思わ

れるこのような考え方の影が薄いのは、倫理問題を相反する原則ある

いは義務のあいだの解消不可能な対立と解釈する風潮があるためであ

る。」(24

さらに、こうした倫理教育の場での倫理学(者)の 役割を考えた場合、諸

価値の トレー ドオフを考える際に倫理的価値の重要性をその根拠 とともに

強調することは必要であろう。 しかし、こうした役割に加えて、われわれ

の倫理的判断の構造やプロセスを明らかにし、そうした対処法の中にいか

に新たな正当化のシステムを組み入れるかを探求 し、それを教育に反映さ

せてい くことが、今後はより重要な役割となるのではなかろうか。
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5.方 法 と してのパ テ ィキ ュラ リズ ムの可 能性

さて、 これ まで フ ァン ・デ ン ・ホーベ ンとウ ィ トベ ックの議論 を紹介 し

なが ら、 応用 倫理 学 の方法論 につ い て述べ て きたが、 そ こには2つ の異

な った取 り組 み方 があ る ことが明 らか にな った。 フ ァン ・デ ン ・ホーベ ン

が取 り組 んだの は、応用倫理学 の実際 的諸 問題 につ いて の道徳判 断 を正 当

化 するの に必要 な道徳原則 を確 立す るための方法論 であ った。 そ れに対 し

て、 ウ ィ トベ ックが強調 したの は、私 たちが現実 の道徳 問題 に取 り組 む ま

さにその時点 ・現場 で必要 とされ る、対処法 につ いての方法論 であ った。

ファン ・デ ン ・ホーベ ンは、WREに よって原則 に柔軟 な改 定可能性 を

与 える こ とに よって、技術革新 等 に よって もた らされ る新 たな状 況 に対応

で きる道徳判 断の正 当化 の方法 を提 案 した といえ る。 しか し、そ れはあ く

まで も状 況 に応 じた原則 の改 定可能性 を広 げ ようとす る試 みであ り、 それ

は場 合 に よって は私 たちの基 本的 な倫理 原則の場 当た り的な変更 を正 当化

す る論理 と言 えな くもない。 とい うの も、WREの 方法 を明 らか にす るこ

とは容易 では な く、常識 的道徳判断 と原則 との問の均 衡 を どう とるか に関

して は、 パ テ ィキ ュ ラ リズム と同 じよ うな曖 昧 さ を抱 えてい るか らで あ

る。

また、私 た ちは確 か に、道徳判断 を行 う際 に基本的 な倫 理原則 に拘 束 さ

れている。 しか し、それ は倫理 問題へ の対応 にお いて、道徳原則 が一つの

制約 と して働 いてい る とい うことであ って、それ以外 の制約条件 や状 況 に

応 じて、 その 原則が どの程度 の重 み を持つ か は、 や は りそ のつ ど変化す る

であろ う。道徳 問題 を様 々な条件 との トレー ドオ フの 中で考 え よ うとす る

ウィ トベ ックの考 えは、 まさに この ような道徳 問題の特 徴 をふ まえた考 え

であ る とい うこ とがで きる。 フ ァン ・デ ン ・ホーベ ン自身が、応 用倫理学

の方法 の妥 当性 に関す る基準 と して設定 した 「基準2」 、す なわち、「道徳
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的推論 の 〈ダイナ ミクス〉 をモ デ ル化 し、推 論 の跡 をた どる助 け とな る」

ため に も、 この よ うな状況 に応 じた変化 に対応 で きるモデルが必要 となる

だろ う。 したが って原則主義 も、 フ ァン ・デ ン ・ホーベ ン自身がエ ンジニ

ア リ ング ・モ デルに対 して加 えた批判 を免れ ない とい う問題 を抱 えている

ので あ る。

さらに、 原則 につ いての われ われの知識の在 り方 とい う点で も、 彼の理

解 では原則 その ものが命題化 され うる抽象的知 識 と して しか考 え られてい

ない。 しか し、 われ われはそ うした知識 を単 なる抽象 的な命題 と してでは

な く・ 原則 と事 例が結 びつ いた経験(事 例)や 物 語 とい う形で参 照 してい

るの では ないか とい う批 判 に も応 え られない もの と思 われ る(25)。そ の意

味で、 フ ァン ・デ ン ・ホーベ ンの試 み は、 た とえ新 た な状 況での道徳 判断

を正 当化 す るための方法論 を述べ た もの と理解 した と して も、不 十分 な も

の といわ ざる をえない。 そ して もちろん、正当化 の文脈 を離 れて、 さらに

「行為 者」 と しての私 た ちの現実 の 道徳的推 論 の方 法 を明 らか にす る もの

と も言 えない。

行為 者の視点 に配慮 した上 で正 当化 の問題 を考 えてみる と、 フ ァン ・デ

ン ・ホーベ ンの正 当化が、既 に定 式化 された問題 を観察者の視点 か ら行 わ

れ る もの と想定 され ていたの に対 して、 われわれ の 日常 的道徳判 断の正 当

化 は、行為 の中 で常 にそのつ ど何 が 問題 なの を改 め て定式化 し直 す作業 と

同時 に進 めてい る点 に注 目す る必 要が ある。 ウ ィ トベ ックが強調 した よう

に、 われ われの行為 の判断 は、時 間的推移 の中で、状 況の変化や、新 た な

情 報 の追加 に伴 って、そのつ ど変化 していか ざる をえない。 もち ろん、あ

る一定の時 間で区切 る ことに よって、状況 を固定 させ て考 える こ とが必要

な場 合 もあ るだ ろ う。 しか し、そ れ は実際 の道徳 判 断の一つの断面 にす ぎ

ず、実際 のわれ われの道徳判 断は、 そ もそ も何が 問題 であるのか に関す る

了解 や、 どこまでが共通認識 とされて いるのか に関す る問題で ある こ とが
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多 々あ り、 こう したすれ違 い を解消 してい くこと自体 が道徳 的推 論 の重 要

な構 成要素 だ と考 え られ る。

この よ うな原則 主義 の問題 とわれ われの道 徳 判断 の特 徴 を考 えた場 合 、

上 に述べ た極端 で ない形で のパ テ ィキュ ラ リズムの可能性 をこそ、 さ らに

追究す る必要が あ るので はなか ろ うか。 こ う考 えた と き、 ウ ィ トベ ックの

立場 を批 判 的 に捉 え直す ことが必要 だ と思 われる。 とい うの も、彼女 の立

場 は、行為者 の視点か らの道 徳的思考が 、何 らかの理論 を現 実の場面 に当

てはめ るだけでは対処 で きない問題 であ る と捉 える点 でパ テ ィキ ュラ リズ

ムの立場 に立つ もの とも言 え るか らであ る。彼女 の議論 は、 道徳 問題 の解

決法 をで きるだけ ブラ ックボ ックス化 させ ないため に必要 な手続 きについ

て、設計 問題 との アナロ ジー を用い なが ら検討 した もの と見 るこ とが で き

る。私た ちが倫理 問題 を考 え る際、確 か に様 々な条件 の トレー ドオ フに配

慮 しなが ら、常 にそのつ ど一 定の状 況 の中で の最 善の選択 をす る ことが求

め られて いる。 しか も、 それ は最終 的な解 決 では な く、何が トレー ドオフ

にか け られるべ きか も当の問題解決 の過 程 において は じめて明 らか にな る

とい った場 合が しば しばであ る。 こう した点 を重 視 し、問題 の創造 的解決

を方法 は、分析 で はな く総合的思考 が必 要 であ るが ゆ えに、それ を言語化

す るこ とは完 全 には不可 能だ として も、で きるだ け明 らか にす る必 要が あ

る。

しか し、 ここで2つ の点 に留 意 して お く必 要が ある。一方で、 ウ ィ トベ

ックは、 カズ イス トリーやケ ース ・メソ ッ ドといった方法 を とる従 来のパ

テ ィキ ュラ リズムが 、事例 を選択 問題 と して扱 って きこ とを批判 してい る

ことを忘 れて はな らない とい うこ とで あ り、他方 で、 ウ ィ トベ ックの考 え

を離 れれ ば、 それ らのパ テ ィキ ュラ リステ ィックな思 考法が、行為者 の視

点か らも有用 である点 を見落 と しては な らない とい う ことである。 ウ ィ ト

ベ ックは、既 に述べ た よ うに、行為 者が倫理 問題 を考 える際 に、発 見 と総



合の能力が 必要で あ ることを指摘 してい る。 こ う した発見 と総合 は、ゼ ロ

か ら可能 にな るわけではな く、 これ までの経験 の積 み重 ねを経 て、行為者

が持 つ一つ の技 能 と して習得 され る能力 であ るが、 それ はカズ イス トリー

の方法 にある他 の事例 との類比 を用 いた り、事 例の なか に含 まれ る問題状

況 の具体 的 な在 り様や 関係者 の感情 な ど とい った様 々な要因 に配慮 す る能

力 と して培 われ る もの であ る。

したが って、行為者 の視 点か らの道徳的思考 を、パ テ ィキ ュラ リステ ィ

ックな道徳的思考法 として明確化 してい くことこそ、 その手法 の ブ ラ ック

ボ ックス化 を防 ぎ、 なおかつ教育 的 な視点か ら も有効 な応用倫理 学 の方法

論 を構想 す るこ とに なると考 え られ る。

この よ うな視 点か らウ ィ トベ ックの議論 を振 り返 ってみ る と、例 えば彼

女 は人権 の尊重 とい った ような最低 限の条件 を ク リアす るな どの条件 を示

す こ とに よって、複 数の解 の中 に も誤 った解が ある こ とを明記す るこ とに

よって、状況 に即 した解がすべ て正 当化 され るわけで はない ことを示 して

い る。 しか し、 こ うした条件 にな りうる判 断基準 は何 かが問題 にな る。何

が保 障 され るべ き人権 なのか は文 脈 に よって変化 しうる。 また、 その他 の

一般 的な療理 ・原則 との整 合 性や
、 さまざまな制約 をどれだけ調 和 的に充

足 しているか も、一定 の基準 として機能 しうる と して も、 それ らはいず れ

も妥協の産物 であ る ことは間違 い ない。 したが って、その妥協が倫 理的 に

正 当化 しうるか ど うかが 問われ るこ とになる。

た しか に、倫理 問題 を単 に既存 の諸価値 問の制約 の 中で考 えるだけで な

く、 問題 を新 たに組 み替 え、行為 の新 たな選択肢 を創造 す るとい う総 合的

な思 考が重要 であ る とはいえ、その 方法 を よ り具体 的 に定式化 す る ことは

容易 で はない。 ただ、彼 女が述べ る ように、 「倫理 問題 の場 合 、問 題 を よ

く問 いただす こ とに よって新 たな情報 が得 られ るたび に、 と りうる対応策

の望 ましさは たえず変 わってい く」(26)も のであ り、 したが って、従 来の
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倫理学が判断の正当化を考える際には既に当然の前提 とされていて十分に

考慮されていなかった、問題を生 じさせている状況をできるだけ詳しく調

べること、つまりその状況に働きかけ、揺 り動かすことによって問題の新

たな側面を浮かび上がらせることの重要性 を指摘するなどは、そのつ どの

判断の正 しさの程度を考える際には、重要な指標 となるだろう。

また、倫理の問題が人間関係の中で生 じるものであることを考慮すれば、

そうした総合的思考を、単に一人の人間の抽象的思考の中に閉じこめるの

ではなく、われわれの相互交渉の中での人間関係の在 り方の変化や経時的

な考えの変化をも考慮に入れなが ら、問題への対処を考えてい くことが必

要だと言えるだろう。道徳問題を、0人 の主体的個人の個々の行為を単位

にしてその対処の仕方の問題として考えた場合、試行錯誤による正当化の

過程を取 り込めなくなるのに対して、道徳問題への対処を、人々の間での

人間関係の変化によって問題を解消 してい く過程だと捉 えることによっ

て、設計問題への対応と同様に、人々の問で問題に関する何らかの解を提

示することが、当の道徳問題への最終的な(正 当化を必要とされる)解 と

なる行為 としてではな く、むしろよりよい(問 題が意識されないという意

味で)人 間関係の構築のための一種の正当化の過程 として捉えることが可

能となるのではなかろうか。これについて彼女は次のように述べている。

「どうすればよいエ ンジニア、よい教師、よい親、よい友人になれる

かという個々の人間にかかわる問題にしても、医療制度の整備や環境

保護のように社会にかかわる問題にしても、およそ急を要するすべて

の問題はさまざまな制約をともなうものであり、その解決には、多 く

の人々や組織がたえず意見を述べ、監視 しつづけることが必要にな

る。」(27)

こうした手法は、人々の間での合意形成のルールといった形式的 ・手続 き

的正義を求めることになるかもしれない。ただし、それは設計問題とのア
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ナ ロジーか らは直接 に導 かれ る もので はないため 、行為 者 中心 的 アプロー

チの内実 を よ り詳細 に検討 してい くこ とが 、今 後 の課題 となろ う(28)。

6.ま と め

すで に見 た ように、 近代 倫理学 は、 道徳判 断の正 当化 の根 拠 とな る原則

の基礎 付 け を主要 な課題 と して きた。 しか し、い わゆ る応用倫理 的諸問題

へ の対応 におい て、一 つの、 あるい はい くつかの 原理 ・原則 を持 ち出す こ

とに よって現実 の倫理 問題 につ いての正解 を見 出そ うとす る試 みが困難で

ある こ とが明 らか に なった。

こ うした状況 におい て、 フ ァン ・デ ン ・ホーベ ンは、状 況 の変改 に柔軟

に対 応 で きる よ うに原則 を変更 す るた めの手続 きと してWREと い う方

法 を提示 した。 それは、私 たちが倫理 判 断の過 程 で、 原理 ・原則 を参照 し

てい るとい う現実 をふ まえれ ば、倫理学 において必要 な作 業 だ と考 え られ

る。 しか しそれ は、 人 々が現実 の行為 の 中で ど う考 えるか につ いての方法

論で はな く、正 当化の 原則 を どの ように修正すべ きか につ い ての方法論 で

あ り、行為者 の視 点か らの道徳判断の ための方法論 で はない。つ ま り、彼

はWREに よって 原則 と実践 の往 復 に よる、 原則 その もの の実践 的視点

か らの見直 しの必 要性(現 場 に即 したmidlevelの 原則 をつ くる必要)を

述べ たが 、そ れ を使 用す る実際 の行為 の場 面 で は、 や は り原則 の 「応用」

を念頭 に置い ていたので ある。 したが って、彼の考 えで は、現実 の道徳問

題が 、単 に原理 ・原則 を参照す るだけで は解 決で きる もので はない とい う

ことへ の配慮 が十分 に なされ てい ない と言 える。

私 た ちは道徳判 断の過程 にお いて、原理 ・原則 を適 用す るだけで はな く、

何 が道徳的 に問題で あ るのか、何が考慮 に入 れ られ るべ き事 実 なのか とい

った こ とを常 に規 定 し直 しなが ら、 その状 況 に もっ ともふ さわ しい対処 を
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探 してい く作業 こそが、道徳 的推 論 の過程 で あ り、そ う した推論 の現 実 の

姿 に即 した道徳 的推論 のあ るべ き姿 を構築 してい くこ とこそが、応 用倫理

学 の方法 論 として も必 要不可 欠だ と考 え られ る。 ウ ィ トベ ックの方法 は、

…般 的な原理 ・原則 の必 要性 を認 めなが らも、行為 の場 面で のパ テ ィキュ

ラ リステ ィ ックな方法 を強調す る もの と言 え る。両者 とも極端 な ジ ェネラ

リズム と極端 なパ テ ィキ ュラ リズム を廃 す る点 で 共通 す る もの で はあ る

が、 その間 には大 きな溝 が ある と も言 える。 こ こでは ウ ィ トベ ックに与 す

る立場 か ら、 フ ァ ン ・デ ン ・ホーベ ンがパ テ ィキ ュラ リズムの問題 と して

批判 した正 当化 の問題 に対処 す る方法 を、 ウ ィ トベ ックが あ る程 度明 らか

に してい た こと、 そ してそれ をさ らに探 求 してい く必 要が あ るこ とが指 摘

された。 その際、 一方 で フ ァン ・デ ン ・ホーベ ンが 目指 した ような0般 的

なルー ルにつ いての合意形 成の方法 と、そ う した0般 的 な ルー ル と個 別の

決 断 との 関係 をよ り詳細 に考察す る必 要が あるだ ろ う。
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